
』、

れ
ま
す
。
な
お
、
既
存
施
設
が
認
定
こ
ど

も
園
に
移
行
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
手

続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※ 

認
定
こ
ど
も
園
は
、
幼
稚
園
と
保
育
所

の
役
割
を
併
せ
持
ち
、
未
就
学
児
に
幼

児
教
育
と
保
育
を
提
供
し
、
地
域
の
子

育
て
支
援
を
行
う
施
設
で
、
保
護
者
の

就
労
状
況
に
関
わ
ら
ず
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

③ 

小
さ
な
規
模
の
保
育
事
業
を
対
象
と
し

た
財
政
支
援

　

こ
れ
ま
で
、
認
可
外
と
さ
れ
て
き
た
定

員
20
人
未
満
の
小
さ
な
規
模
で
行
う
『
小

規
模
保
育
事
業
』
、
『
家
庭
的
保
育
事
業

『
事
業
所
内
保
育
事
業
』
、
『
居
宅
訪
問

型
保
育
事
業
』
は
、
市
の
認
可
事
業
と
な

り
、
新
た
な
給
付
制
度
（
地
域
型
保
育
給

付
）
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

④ 

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
の
充
実

　

教
育
・
保
育
施
設
を
利
用
す
る
子
ど
も

の
い
る
家
庭
だ
け
で
な
く
、
自
宅
で
子
育

て
を
行
う
家
庭
を
含
む
『
全
て
の
子
育
て

家
庭
』
を
対
象
と
し
て
、
地
域
の
ニ
ー
ズ

に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
子
育
て
支
援
の
充

実
を
図
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
、
地
域
子

育
て
支
援
拠
点
事
業
（
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
）
な
ど
の
充
実
が
図
ら
れ
ま
す
。

① 

幼
児
期
の
学
校
教
育
・
保
育
を
行
う
施

設
に
対
す
る
財
政
支
援
の
一
本
化

　

こ
れ
ま
で
幼
稚
園
・
保
育
所
・
認
定
こ

ど
も
園
な
ど
へ
の
公
的
な
財
政
支
援
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
基
づ
い
て
個
別
に
行

わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
新
た
に
共
通
の
給

付
制
度
（
施
設
型
給
付
）
が
創
設
さ
れ
ま

す
。

②
認
定
こ
ど
も
園
の
普
及
促
進

　

幼
児
教
育
と
保
育
を
一
体
的
に
提
供
す

る
『
認
定
こ
ど
も
園
』
の
普
及
が
促
進
さ

　

平
成
27
年
4
月
１
日
か
ら
運
用
が
始
ま

る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
は
、
幼

児
期
の
質
の
高
い
学
校
教
育
・
保
育
の
総

合
的
な
提
供
、
保
育
の
量
的
拡
大
と
確
保
、

地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
を

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

新
制
度
で
は
、
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成

す
る
た
め
、
市
が
実
施
主
体
と
な
っ
て
子

育
て
中
の
市
民
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
た
上

で
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
を

策
定
し
、
計
画
的
な
事
業
な
ど
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

平成27年度から
子ども・子育て支援新制度が始まります
　全ての子どもが笑顔で成長できるように、また、子育て
をしている全ての家庭が安心して子育てできるように、子
育て支援の仕組みが変わります。
　今号では、『子ども・子育て支援新制度』の概要や市の
取り組みなどについてお知らせします。

１　

新
制
度
の
目
的

２　

新
制
度
の
ポ
イ
ン
ト
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②
保
育
の
利
用
時
間

　

2
号
・
3
号
認
定
の
方
は
、
『
保
育
の

必
要
量
』
に
よ
っ
て
、
保
育
の
利
用
時
間

の
上
限
が
異
な
り
ま
す
。

• 

『
保
育
標
準
時
間
』
利
用
…
保
護
者
の

フ
ル
タ
イ
ム
就
労
を
想
定
し
た
利
用
時

間
（
最
長
11
時
間
）

• 

『
保
育
短
時
間
』
利
用
…
保
護
者
の

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
を
想
定
し
た
利
用

時
間
（
最
長
8
時
間
）

③
保
育
を
必
要
と
す
る
基
準

　

保
育
を
必
要
と
み
な
す
認
定
（
2
号
・

3
号
認
定
）
を
受
け
る
事
由
に
、
『
保
護

者
が
求
職
活
動
中
・
就
学
中
の
場
合
』
、

『
虐
待
や
家
庭
内
暴
力
を
受
け
て
い
る
、

ま
た
は
再
び
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
』
、

『
育
休
中
の
継
続
利
用
が
必
要
な
場
合
』

が
追
加
さ
れ
ま
す
。

　

市
は
、
新
制
度
の
開
始
に
向
け
て
、
平

成
26
年
9
月
に
、
『
新
制
度
の
財
政
支
援

の
対
象
と
な
る
施
設
の
運
営
に
関
す
る
基

準
』
、
『
市
が
認
可
す
る
こ
と
と
な
る
小

さ
な
規
模
の
保
育
事
業
の
設
備
・
運
営
に

関
す
る
基
準
』
、
『
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

の
設
備
・
運
営
に
関
す
る
基
準
』
を
条
例

で
定
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
後
、
新
制
度
に
基
づ
き
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
施
策
を
市
の
実
情
を
踏

ま
え
て
計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
に
、
平

成
27
年
度
か
ら
5
年
間
を
計
画
期
間
と
す

る
『
登
別
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

計
画
』
の
策
定
に
向
け
た
作
業
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

策
定
に
当
た
っ
て
は
、
保
護
者
の
代
表
、

子
育
て
支
援
関
係
者
、
教
育
・
保
育
の
関

係
者
な
ど
か
ら
な
る
『
登
別
市
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
』
を
設
置
し
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
ニ
ー
ズ
調
査
の
実
施
を
は
じ
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
立
場
や
視
点
か
ら
調
査
審
議
を

行
っ
て
い
ま
す
。

料
に
つ
い
て
従
来
ど
お
り
の
運
営
を
続

け
る
幼
稚
園
に
分
か
れ
ま
す
。
従
来
ど

お
り
の
運
営
を
続
け
る
幼
稚
園
を
利
用

す
る
際
は
、
『
認
定
』
を
受
け
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
、
利
用
予
定
の
幼
稚
園
に
直

接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

• 

保
育
所
…
新
制
度
に
移
行
し
『
認
定
』

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
利
用

手
続
き
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
あ
り

ま
せ
ん
。

① 

幼
稚
園
や
保
育
所
な
ど
を
利
用
す
る
際

の
手
続
き

　

幼
稚
園
や
保
育
所
な
ど
を
利
用
す
る
際

は
、
『
認
定
』
を
受
け
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

• 

幼
稚
園
…
平
成
27
年
度
か
ら
新
制
度
に

移
行
す
る
幼
稚
園
と
、
手
続
き
や
保
育

４　

新
制
度
に
お
け
る
市
の
取
り
組
み

これまでの市の取り組み　～子育てに関する制度～

問
い
合
わ
せ

子
育
て
グ
ル
ー
プ

（
☎
85
５
６
３
４
）

３　

新
制
度
で
変
わ
る
主
な
ポ
イ
ン
ト

○児童手当
▶ 対象　中学校修了前までの児
童を養育している世帯

▶月額
• 3歳未満　 1万5,000円
• 3 歳～小学生　 1万円（第 3
子以降は 1万5,000円）
•中学生　 1万円
※ 養育者の所得が一定額以上の
ときは一律5,000円。

○特別児童扶養手当
▶ 対象　心身に政令で定める程
度の障がいのある20歳未満の
児童を養育している世帯

▶月額
• 重度の障がいのある児童　
　 4万9,900円
•中度の障がいのある児童　
　 3万3,230円
※ 養育者の所得が一定額以上の
ときは支給されません。

○児童扶養手当
▶ 対象　18歳（心身に政令で定
める程度の障がいのある児童
は20歳）になる年度末までの
児童を養育しているひとり親
世帯
▶月額
• 4万1,020円
• 第 2 子は5,000円、第 3 子以
降は3,000円を加算
※ 養育者の所得が一定額以上の
ときは減額、または支給され
ません。

○災害遺児手当
▶ 対象　父母または父母のいず
れかが災害（交通事故、労働
災害を含む）により死亡また
は重度の障がいの状態になっ
た、小・中学校に在学する児
童がいる世帯
▶ 月額　児童１人につき 1万円

新制度での認定区分

認定区分 対象 利用対象
施設

1 号認定
満 3歳以上で、保育
を必要としない子ど
も

幼稚園など

2号認定 満 3歳以上で、保育
が必要な子ども 保育所など

3号認定 満 3歳未満で、保育
が必要な子ども 保育所など
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